
省エネ統一ラベル・簡易ラベル等が表示され、省エネ効果が期待されるもので下記の対象要件に該当するもの
（小売事業者から購入可能なものに限る）

下記の対象機器に該当するか

下記の対象機器に該当するか 補助対象
【必要書類】
カタログ等の写し
※省エネ性能が
確認できる部分

補助対象外

省エネ効果が
あることの

「販売店の証明書」
を提出可能

【対象機器】 エアコン 照明機器

テレビ 電子計算機 磁気デスク装置

VTR 電気冷蔵庫 電気冷凍庫

ストーブ ガス調理機器 ガス温水機器

石油温水機器 電気便座 ジャー炊飯器

電子レンジ DVDレコーダー ルーティング器機

スイッチング器機 電気温水器 電 球

省エネ基準達成率
100％以上

統一ラベル
簡易ラベル
がカタログ等
で確認可能

補助対象

【必要書類】
・省エネルギー
効果があることの
販売店の証明書

補助対象外

補助対象外

【省エネ器機導入事業】補助対象省エネ機器の要件について

Yes

No

【省エネ型製品情報サイト】

各機器の省エネ基準達
成率はこちらのHPでも
確認できます

家電

業務用
（経済産業省）省エネルギー投資促進支援事業の『(C)指定設備導入事業』補助対象設備一覧において対象設備として
公表され、省エネ効果が期待されるもの（小売事業者・メーカー・提携販売店で購入可能なものに限る）

【対象機器】 高効率空調 産業ヒートポンプ

業務用給湯器 高性能ボイラ コージェネレーション

変圧器 冷凍冷蔵設備 産業モータ

LED照明器具 工作機械 プラスチック加工機械

プレス機械 印刷機械 ダイカストマシン

Yes 右記のHPで
補助対象設備
と確認可能

【省エネルギー投資促進事業・指定設備】

各機器の形式が指定設備
として公表されているか
こちらのサイトで確認し
てください

補助対象外

No

補助対象
【必要書類】
カタログ等の写し
※省エネ性能が
確認できる部分

補助対象外

100％以上の場合：緑色

100％未満の場合：オレンジ色

目標年度の設定が複数ある機器の場合は、
新しい目標年度の省エネ基準達成率で判別
してください。

例：エアコンの場合 〇 2027年× 2010年


